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１

秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
八
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
規
則
第
六
十
一
号

秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

秋
田
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
十
五
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
を
削
り
、
第
五
条
の
二
第
二
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理

者
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。

第
六
条
の
二
第
一
項
中
「
第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
四
十
八
条

の
三
第
一
項
」
に
改
め
、
「
記
載
し
た
」
の
下
に
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ

る
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
第
四
十
八
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
四
十

八
条
の
三
第
二
項
」
に
改
め
、
「
記
載
し
た
」
の
下
に
「
別
に
定
め
る
様
式

に
よ
る
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
第
四
十
八
条
の
二
第
三
項
」
を
「
第

四
十
八
条
の
三
第
三
項
」
に
改
め
、
「
記
載
し
た
」
の
下
に
「
別
に
定
め
る

様
式
に
よ
る
」
を
加
え
る
。

第
八
条
の
表
中
「
条
例
第
八
条
第
二
項
─
課
税
地
指
定
通
知
書
─
様
式
第

「
第
六
条
の
二
第
一
項
─
納
税
管
理
人
申
告
（
承
認
申
請
）
書

─

三
号
」
、

第
六
条
の
二
第
二
項
─
納
税
管
理
人
変
更
申
告
（
変
更
承
認
申

─

第
六
条
の
二
第
三
項
─
納
税
管
理
人
選
定
不
要
認
定
申
請
書

─
様
式
第
五
号

─

請
）
書
─
様
式
第
五
号
の
二
　
、
「
法
第
二
十
条
の
九
の
三
第
一
項
及
び
第

──
様
式
第
五
号
の
三
」

二
項
─
更
正
請
求
書
─
様
式
第
六
号
の
二
」
、
「
法
第
二
十
条
の
十
─
納
税

「
法
第
十
九
条
の
六
第
一
項

証
明
書
交
付
申
請
書
─
様
式
第
七
号
」
、

法
第
十
九
条
の
六
第
二
項
に
お

─
不
服
申
立
通
知
書
　
　
　
　
　
　
─
様
式
第

─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─

い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
─
不
服
申
立
裁
決
（
決
定
）
通
知
書
─
様
式
第

九
号

、
「
審
査
法
第
十
七
条
第
二
項
─
送
付
書
─
様
式
第
十
二
号
」
及
び

十
号
」

「
審
査
法
第
二
十
二
条
第
一
項
─
弁
明
書
提
出
要
求
書
─
様
式
第
十
四
号

─
　
　
　
　
　
　
　
　
─

審
査
法
第
二
十
二
条
第
一
項
─
送
付
書
　
　
　
　
　
─
様
式
第
十
五
号
」

を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

次
に
掲
げ
る
行
為
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
書
類
に
よ
つ
て
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
課
税
地
指
定
の
通
知

二
　
法
第
二
十
条
の
九
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
更
正
の

請
求

三
　
法
第
二
十
条
の
十
の
規
定
に
よ
る
納
税
証
明
書
交
付
の
申
請

四
　
法
第
十
九
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
不
服
申
立
て
の
通
知

五
　
法
第
十
九
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
不
服
申
立
て
に
対
す
る
決
定
又
は
裁
決
の
通
知

六
　
審
査
法
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
書
の
正
本
又
は

審
査
請
求
録
取
書
の
送
付

七
　
審
査
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
弁
明
書
提
出
の
要
求

八
　
審
査
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
書
の
副
本
又

は
審
査
請
求
録
取
書
の
写
し
の
送
付

「
条
例
第
九
条
第
一
項
─
納
付
書
─
様
式
第
三
十
一

─
　
　
　
─

第
十
五
条
の
表
中
　
条
例
第
九
条
第
一
項
─
納
入
書
─
様
式
第
三
十
二

─
　
　
　
─

条
例
第
三
十
九
条
　
─
払
込
書
─
様
式
第
三
十
三

号号
　
、
「
法
第
九
条
の
二
第
一
項
─
相
続
人
代
表
者
（
変
更
）
届
出
書
─
様

号
」

「
法
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
─
徴
収
猶
予
申
請

式
第
三
十
五
号
」
、

─

法
第
十
五
条
第
三
項
　
　
　
　
　
─
徴
収
猶
予
期
間

書
　
　
　
　
　
　
─
様
式
第
四
十
五
号
　
　
「
法
第
十
五
条
の
五
第
三
項
に

─
　
　
　
　
　
　
　
　
、

延
長
承
認
申
請
書
─
様
式
第
四
十
六
号
」

法
第
十
五
条
の
五
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
四
項
─
換
価
猶
予
通
知
書
　
　
　
　
─
様

─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─

お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
四
項
─
換
価
猶
予
期
間
延
長
通
知
書
─
様

式
第
五
十
一
号

、
「
法
第
十
五
条
の
七
第
二
項
─
滞
納
処
分
停
止
通
知
書

式
第
五
十
二
号
」

「
第
十
二
条
　
　
　
─
徴
収
金
徴
収
受
託
通
知
書

─

第
十
二
条
　
　
　
─
徴
収
金
徴
収
嘱
託
通
知
書

─

─
様
式
第
五
十
四
号
」
、

第
十
三
条
　
　
　
─
徴
収
金
徴
収
引
受
通
知
書

第
十
三
条
　
　
　
─
徴
収
金
徴
収
引
継
通
知
書

─

第
十
四
条
第
一
項
─
延
滞
金
減
免
申
請
書

─
様
式
第
六
十
五
号

──
様
式
第
六
十
五
号
の
二

──
様
式
第
六
十
六
号
　
　
　
及
び
「
国
税
徴
収
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第

──
様
式
第
六
十
六
号
の
二

──
様
式
第
六
十
七
号
　
　
」

百
四
十
七
号
。
以
下
「
徴
収
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
第
一
項
及
び
徴
収

法
第
五
十
一
条
第
二
項
─
差
押
換
請
求
書
─
様
式
第
七
十
一
号
」
を
削
り
、

「
徴
収
法
第
五
十
条
第
二
項
」
を
「
国
税
徴
収
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第

百
四
十
七
号
。
以
下
「
徴
収
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
条
第
二
項
」
に
改

め
、
「
徴
収
法
第
五
十
条
第
三
項
─
換
価
申
立
書
─
様
式
第
七
十
三
号
」
、

「
徴
収
法
第
六
十
条
第
一
項
─
差
押
財
産
保
管
同
意
書
─
様
式
第
八
十
号
」

及
び
「
徴
収
法
第
六
十
一
条
、
徴
収
法
第
六
十
九
条
、
徴
収
法
第
七
十
条
第

五
項
及
び
徴
収
法
第
七
十
一
条
第
六
項
─
差
押
財
産
の
使
用
等
許
可
申
立
書

─
様
式
第
八
十
七
号
」
を
削
り
、
「
差
押
財
産
使
用
許
可
（
不
許
可
）
書
」

を
「
差
押
財
産
使
用
等
許
可
（
不
許
可
）
書
」
に
、
「
差
押
財
産
使
用
許
可

「
徴
収
法
第
八

取
消
書
」
を
「
差
押
財
産
使
用
等
許
可
取
消
書
」
に
改
め
、

徴
収
法
第
八

十
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
徴
収
法
第
八
十
一
条
─
差
押
解
除
通
知
書
─
様

─
　
　
　
　
　
　
　
─

十
二
条
第
一
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
交
付
要
求
書
　
　
─
様

式
第
九
十
五
号
　
　
「
徴
収
法
第
八
十
四
条
　
　
　
─
交
付
要
求
解
除
通
知

、

─

式
第
九
十
六
号
」

徴
収
法
第
八
十
五
条
第
一
項
─
交
付
要
求
解
除
請
求

書
─
様
式
第
九
十
八
号
　
　
「
徴
収
法
第
八
十
六
条
第
一
項
─
参
加
差
押
書

─
　
　
　
　
　
　
　
　
、

─

書
─
様
式
第
九
十
九
号
」

徴
収
法
第
八
十
六
条
第
一
項
─
参
加
差
押
調

─
様
式
第
百
一
号
　
　
「
徴
収
法
施
行
令
第
三
十
九
条
第
一
項
─
参
加
差

─
　
　
　
　
　
　
　
、

─

書
─
様
式
第
百
二
号
」

徴
収
法
施
行
令
第
三
十
九
条
第
二
項
─
差
押
財

「
徴
収
法
施
行
令
第
四
十
条
第

押
財
産
引
渡
通
知
書
─
様
式
第
百
五
号
　
　
　
徴
収
法
第
八
十
七
条
第
三
項

─
　
　
　
　
　
　
　
、

産
引
渡
依
頼
書
　
　
─
様
式
第
百
六
号
」

徴
収
法
施
行
令
第
四
十
一
条

徴
収
法
第
八
十
八
条
第
一
項

四
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
参
加
差
押
財
産
引
受
通

──
参
加
差
押
財
産
換
価
催

─

第
一
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
参
加
差
押
関
係
書
類
引

─

に
お
い
て
準
用
す
る
徴
収
法
第
八
十
五
条
第
一
項
─
参
加
差
押
解
除
請
求
書

知
書
─
様
式
第
百
八
号

─

告
書
─
様
式
第
百
九
号
　
　
　
　
「
徴
収
法
第
八
十
八
条
第
一
項
─
参
加
差

─
　
　
　
　
　
　
　
　
及
び
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─

渡
書
─
様
式
第
百
十
号
　
　
　
　
　
徴
収
法
第
九
十
三
条
　
　
　
─
差
押
財

──
様
式
第
百
十
一
号
」

押
解
除
通
知
書
　
　
　
　
　
─
様
式
第
百
十
三
号

─
　
　
　
　
　
　
　
　
を
削
り
、
「
徴
収
法
第

産
の
修
理
等
の
処
分
同
意
書
─
様
式
第
百
十
四
号
」

規
　
　
　
　
　
　
則
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九
十
六
条
」
を
「
徴
収
法
第
九
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
「
徴
収
法
第
百

「
徴
収
法
第
百
十
三
条
第

一
条
第
一
項
─
入
札
書
─
様
式
第
百
十
八
号
」、

徴
収
法
第
百
十
四
条

二
項
─
買
受
代
金
納
付
期
限
等
通
知
書
─
様
式
第
百
二
十
一
号
の
二

─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

─
買
受
申
込
等
取
消
申
出
書
　
　
─
様
式
第
百
二
十
二
号
　
　
」

「
徴
収
法
第
百
十
八
条
─
売
却
決
定
通
知
書
─
様
式
第
百
二
十
四
号
」
、

「
徴
収
法
第
百
二
十
二
条
　
　
　
─
売
却
決
定
通
知
書

─

徴
収
法
第
百
二
十
四
条
第
二
項
─
担
保
権
の
引
受
の
方
法
に
よ
る
換
価
の

─

徴
収
法
第
百
三
十
条
第
一
項
　
─
債
権
現
在
額
申
立
書
（
県
税
用
）

─

徴
収
法
第
百
三
十
条
第
一
項
　
─
債
権
現
在
額
申
立
書
（
私
債
権
用
）

─
様
式
第
百
二
十
六
号

─

申
出
書
─
様
式
第
百
二
十
七
号

─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
及
び
「
徴
収
法
第
百
三
十
四
条
第
二
項
─

─
様
式
第
百
二
十
八
号

──
様
式
第
百
二
十
九
号
」

供
託
通
知
書
─
様
式
第
百
三
十
一
号
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え

る
。

２

次
に
掲
げ
る
行
為
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
書
類
に
よ
つ
て
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
納
付

二
　
条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
納
入

三
　
条
例
第
三
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
個
人
の
県
民
税
に
係
る
徴
収
金
の

払
込

四
　
法
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
相
続
人
代
表
者
の
指
定
又
は

変
更
の
届
出

五
　
法
第
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
徴
収
義
務
者
に
対
す

る
強
制
換
価
に
係
る
軽
油
引
取
税
徴
収
の
通
知

六
　
法
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
猶
予
の
申
請

七
　
法
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
猶
予
期
間
延
長
承
認
の
申

請
八
　
法
第
十
五
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
換
価
猶
予
の
通
知

九
　
法
第
十
五
条
の
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
第
四
項

の
規
定
に
よ
る
換
価
猶
予
期
間
延
長
の
通
知

十
　
法
第
十
五
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
滞
納
処
分
停
止
の
通
知

十
一
　
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
徴
収
受
託
の
通
知

十
二
　
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
徴
収
嘱
託
の
通
知

十
三
　
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
徴
収
引
受
け
の
通
知

十
四
　
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
徴
収
引
継
ぎ
の
通
知

十
五
　
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
延
滞
金
減
免
の
申
請

十
六
　
徴
収
法
第
五
十
条
第
一
項
及
び
徴
収
法
第
五
十
一
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
差
押
換
の
請
求

十
七
　
徴
収
法
第
五
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
換
価
の
申
立
て

十
八
　
徴
収
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
差
押
財
産
保
管
の
同
意

十
九
　
徴
収
法
第
六
十
一
条
、
第
六
十
九
条
、
第
七
十
条
第
五
項
及
び
第

七
十
一
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
差
押
財
産
使
用
等
許
可
の
申
立
て

二
十
　
徴
収
法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
電
話
加
入
権
に
係
る

差
押
の
通
知

二
十
一
　
徴
収
法
第
八
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
徴
収
法
第
八
十

一
条
の
規
定
に
よ
る
差
押
解
除
の
通
知

二
十
二
　
徴
収
法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
要
求

二
十
三
　
徴
収
法
第
八
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
交
付
要
求
解
除
の
通
知

二
十
四
　
徴
収
法
第
八
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
交
付
要
求
解
除
の

請
求

二
十
五
　
徴
収
法
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
参
加
差
押
え

二
十
六
　
徴
収
法
第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
参
加
差
押
の
調

二
十
七
　
徴
収
法
第
八
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
電
話
加
入
権
に
係

る
参
加
差
押
の
通
知

二
十
八
　
徴
収
法
施
行
令
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
参
加
差
押

財
産
引
渡
の
通
知

二
十
九
　
徴
収
法
施
行
令
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
差
押
財
産

引
渡
の
依
頼

三
十
　
徴
収
法
施
行
令
第
四
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
参
加
差
押
財
産

引
受
の
通
知

三
十
一
　
徴
収
法
第
八
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
参
加
差
押
財
産
換

価
の
催
告

三
十
二
　
徴
収
法
施
行
令
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
参
加
差
押

関
係
書
類
の
引
渡
し

三
十
三
　
徴
収
法
第
八
十
八
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
徴
収
法
第
八

十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
参
加
差
押
解
除
の
請
求

三
十
四
　
徴
収
法
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
参
加
差
押
解
除
の

通
知

三
十
五
　
徴
収
法
第
九
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
差
押
財
産
修
理
等
処
分
の

同
意

三
十
六
　
徴
収
法
第
百
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
入
札

三
十
七
　
徴
収
法
第
百
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
買
受
代
金
納
付
期

限
等
の
通
知

三
十
八
　
徴
収
法
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
買
受
申
込
等
取
消
の
申
出

三
十
九
　
徴
収
法
第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
売
却
決
定
の
通
知

四
十
　
徴
収
法
第
百
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
売
却
決
定
の
通
知

四
十
一
　
徴
収
法
第
百
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
担
保
権
引
受
の

方
法
に
よ
る
換
価
の
申
出

四
十
二
　
徴
収
法
第
百
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
債
権
現
在
額
の
申

立
て

四
十
三
　
徴
収
法
第
百
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
供
託
の
通
知

第
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
個
人
の
県
民
税
に
係
る
書
類
の
様
式
）

第
十
九
条

次
に
掲
げ
る
行
為
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
書
類
に
よ
つ

て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
条
例
第
三
十
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
個
人
県

民
税
賦
課
額
の
報
告

二
　
条
例
第
三
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
県
民
税
徴
収
状
況
の

報
告

三
　
条
例
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
県
民
税
徴
収
取
扱
費

の
報
告

四
　
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
県
民
税
賦
課
額
変
更
の
報
告

五
　
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
県
民
税
払
込
の
報
告

六
　
第
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
県
民
税
欠
損
処
分
の
報
告

七
　
令
第
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
県
民
税
徴
収
の
引
継
ぎ

又
は
引
受
け

八
　
法
第
四
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
県
民
税
滞
納
状
況
の
報

告
及
び
徴
収
の
引
継
ぎ
又
は
引
受
け

九
　
法
第
四
十
八
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
県
民
税
の
徴
収
及
び
滞

納
処
分
の
状
況
の
通
知

十
　
令
第
八
条
の
四
第
二
項
及
び
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
個
人

県
民
税
徴
収
引
受
け
の
通
知

十
一
　
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
市
町
村
民
税
払
込
の
通
知

第
二
十
一
条
の
表
中
「
条
例
第
四
十
七
条
第
二
項
─
法
人
県
民
税
減
免
申

「
条
例
第
四
十
七
条
第
三
項

請
書
─
様
式
第
百
五
十
八
号
」
、

法
第
五
十
三
条
第
四
十
八
項
及
び
第
四

法
第
五
十
八
条
第
四
項

─
法
人
県
民
税
減
免
理
由
消
滅
申
告
書

─

十
九
項
─
法
人
税
の
確
定
申
告
書
の
提
出
期
限
の
延
長
の
処
分
等
に
係
る
通

──
法
人
県
民
税
分
割
基
準
修
正
請
求
書

─
様
式
第
百
六
十
号

─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
法
第
五
十
八
条
第
六
項
及
び
法
第

知
書
─
様
式
第
百
六
十
号
の
二
　
及
び

─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
第
六
十
三
条
第
四
項

─
様
式
第
百
六
十
号
の
三
」

六
十
三
条
第
三
項
─
法
人
の
県
民
税
に
係
る
課
税
標
準
等
の
通
知
書
─
様
式

─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─

─
法
人
等
の
市
町
村
民
税
課
税
資
料
通
知
書
　
　
─
様
式

第
百
六
十
一
号

を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
百
六
十
二
号
」

２

次
に
掲
げ
る
行
為
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
書
類
に
よ
つ
て
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
条
例
第
四
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
法
人
県
民
税
減
免
の
申
請
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二
　
条
例
第
四
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
法
人
県
民
税
減
免
理
由
消

滅
の
申
告

三
　
法
第
五
十
三
条
第
四
十
八
項
及
び
第
四
十
九
項
の
規
定
に
よ
る
法
人

税
確
定
申
告
書
提
出
期
限
延
長
処
分
等
の
通
知

四
　
法
第
五
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
法
人
県
民
税
分
割
基
準
修
正

の
請
求

五
　
法
第
五
十
八
条
第
六
項
及
び
法
第
六
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る

法
人
県
民
税
課
税
標
準
等
の
通
知

六
　
法
第
六
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
法
人
等
市
町
村
民
税
課
税
資

料
の
通
知

第
二
十
一
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
営
業
所
等
の
設
置
等
の
届
出
書
の
様
式
）

第
二
十
一
条
の
二

条
例
第
四
十
七
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
営
業
所
等
設
置
等
の
届
出
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
書
に

よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
一
条
の
三
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
配
当
割
の
課
税
標
準
額
又
は
税
額
の
更
正
の
通
知

は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
二
十
一
条
の
四
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
株
式
等
譲
渡
所
得
割
の
課
税
標
準
額
又
は
税
額
の

更
正
の
通
知
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
個
人
の
事
業
税
に
係
る
書
類
の
様
式
）

第
二
十
三
条

第
二
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
者
へ
の
通
知
は
、

様
式
第
百
六
十
四
号
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

次
に
掲
げ
る
行
為
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
書
類
に
よ
つ
て
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
条
例
第
六
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
事
業
税
減
免
の
申
請

二
　
条
例
第
六
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
事
業
税
減
免
理
由
消

滅
の
申
告

三
　
法
第
七
十
二
条
の
五
十
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
不
動
産
所
得
及
び
事

業
所
得
に
係
る
課
税
標
準
更
正
の
請
求

四
　
法
第
七
十
二
条
の
五
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
事
業
税
所
得

金
額
分
割
決
定
の
通
知

五
　
法
第
七
十
二
条
の
五
十
八
の
規
定
に
よ
る
個
人
事
業
税
所
得
決
定
の

通
知

「
条
例
第
五
十
四
条
第
一
項
─
法
人
事
業
税
徴
収
猶

第
二
十
五
条
の
表
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─

条
例
第
五
十
四
条
第
二
項
─
法
人
事
業
税
徴
収
猶

予
申
請
書
　
　
　
　
─
様
式
第
百
六
十
九
号

─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
「
法
第
七
十
二
条
の
四
十

予
期
間
延
長
申
請
書
─
様
式
第
百
七
十
号
　
」

第
一
項
─
法
人
税
の
課
税
標
準
の
更
正
（
決
定
）
請
求
書
─
様
式
第
百
七
十

「
令
第
二
十
四
条
の
三
第
六
項
（
令
第
二
十
四
条
の
四
第
六
項
、

一
号
」
、

法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
第
二
項
及
び
第
五
項

令
第
二
十
四
条
の
四
の
二
、
令
第
二
十
四
条
の
四
の
三
第
三
項
及
び
令
第
二

十
四
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
─
法
人
事
業
税
の
確
定

──
法
人
事
業
税
分
割
基

申
告
書
提
出
期
限
の
延
長
等
に
係
る
通
知
書
─
様
式
第
百
七
十
三
号

─

準
修
正
等
請
求
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
様
式
第
百
六
十
号
の
三
を
用

及
び
「
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
第
十
一
項
─
法
人

い
る
も
の
と
す
る
。
」

の
事
業
税
に
係
る
課
税
標
準
等
の
通
知
書
─
様
式
第
百
六
十
一
号
を
用
い
る

も
の
と
す
る
。
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

次
に
掲
げ
る
行
為
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
書
類
に
よ
つ
て
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
条
例
第
五
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
法
人
事
業
税
徴
収
猶
予
の

申
請

二
　
条
例
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
法
人
事
業
税
徴
収
猶
予
期

間
延
長
の
申
請

三
　
法
第
七
十
二
条
の
四
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
法
人
税
課
税
標
準
の

更
正
又
は
決
定
の
請
求

四
　
令
第
二
十
四
条
の
三
第
六
項
（
令
第
二
十
四
条
の
四
第
六
項
、
令
第

二
十
四
条
の
四
の
二
、
令
第
二
十
四
条
の
四
の
三
第
三
項
及
び
令
第
二

十
四
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
法

人
事
業
税
確
定
申
告
書
提
出
期
限
延
長
等
の
通
知

五
　
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
第
二
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
法
人

事
業
税
分
割
基
準
修
正
等
の
請
求

六
　
法
第
七
十
二
条
の
四
十
九
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
る
法
人
事
業
税
課

税
標
準
等
の
通
知

第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
百
二
条
」
を
「
附
則
第
六
条
」
に
改

め
る
。

第
二
十
七
条
の
二
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
七
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

次
に
掲
げ
る
行
為
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
書
類
に
よ
つ
て
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
条
例
第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
不
動
産
取
得
の
申
告

二
　
条
例
第
七
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
不
動
産
取
得
税
徴
収
猶
予

の
申
告

三
　
条
例
第
七
十
六
条
の
二
第
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
条
例
附
則
第
十

六
条
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
不
動
産
取
得
税
の

減
額
又
は
徴
収
猶
予
の
申
告

四
　
条
例
第
七
十
六
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
、
条
例
第
七
十
六
条
の

四
第
二
項
、
条
例
第
七
十
六
条
の
五
第
二
項
、
条
例
第
七
十
六
条
の
六

上
　
　
　
　
　
欄

条
例
第
七
十
四
条
第
三
項
、

条
例
第
七
十
六
条
の
二
第
四

項
、
条
例
第
七
十
六
条
の
三

第
三
項
、
条
例
第
七
十
六
条

中
　
　
　
欄

下
　
　
欄

の
四
第
二
項
、
条
例
第
七
十

六
条
の
五
第
二
項
、
条
例
第

七
十
六
条
の
六
第
二
項
、
条

例
第
七
十
六
条
の
七
第
三

項
、
条
例
第
七
十
六
条
の
八

第
二
項
、
条
例
第
七
十
六
条

の
九
第
二
項
、
条
例
附
則
第

十
六
条
第
二
項
、
第
四
項
及

び
第
六
項
並
び
に
令
附
則
第

十
条
第
十
三
項

第
二
十
七
条
第
二
項

条
例
第
七
十
五
条
第
二
項
、

条
例
第
七
十
六
条
の
二
第
四

項
、
条
例
第
七
十
六
条
の
三

第
三
項
、
条
例
第
七
十
六
条

の
四
第
二
項
、
条
例
第
七
十

六
条
の
五
第
二
項
、
条
例
第

七
十
六
条
の
六
第
二
項
、
条

例
第
七
十
六
条
の
七
第
三

項
、
条
例
第
七
十
六
条
の
八

第
二
項
、
条
例
第
七
十
六
条

の
九
第
二
項
、
条
例
附
則
第

十
六
条
第
二
項
、
第
四
項
及

び
第
六
項
、
条
例
附
則
第
十

八
条
第
一
項
並
び
に
条
例
附

則
第
十
八
条
の
二
第
一
項

不
動
産
取
得
税
徴

収
猶
予
承
認
（
不

承
認
）
通
知
書

不
動
産
取
得
税
減

免
不
承
認
通
知
書

不
動
産
取
得
税
徴

収
猶
予
取
消
通
知

書

様
式
第
百
八
十

一
号

様
式
第
百
八
十

二
号

様
式
第
百
八
十

三
号
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第
二
項
、
条
例
第
七
十
六
条
の
七
第
三
項
、
条
例
第
七
十
六
条
の
八
第

二
項
並
び
に
条
例
第
七
十
六
条
の
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
不
動
産
取

得
税
の
免
除
又
は
徴
収
猶
予
の
申
告

五
　
条
例
第
六
十
三
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
不
動
産
取
得
税
納
税
義
務

者
変
更
の
申
告

六
　
条
例
第
七
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
不
動
産
取
得
税
減
免
の
申

請
七
　
条
例
第
六
十
三
条
第
八
項
、
条
例
第
七
十
六
条
第
二
項
、
条
例
第
七

十
六
条
の
二
第
四
項
、
条
例
第
七
十
六
条
の
三
第
四
項
、
条
例
第
七
十

六
条
の
四
第
二
項
、
条
例
第
七
十
六
条
の
五
第
二
項
、
条
例
第
七
十
六

条
の
六
第
二
項
、
条
例
第
七
十
六
条
の
七
第
三
項
、
条
例
第
七
十
六
条

の
八
第
二
項
、
条
例
第
七
十
六
条
の
九
第
二
項
並
び
に
条
例
附
則
第
十

六
条
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
不
動
産
取
得
税
還

付
の
申
請

八
　
法
第
七
十
三
条
の
十
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
不
動
産
取
得
の
通
知

九
　
法
第
七
十
三
条
の
二
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
不
動
産
価
格
決
定

の
通
知

十
　
条
例
附
則
第
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
不
動
産
取
得
税
徴
収
猶

予
の
申
請

十
一
　
法
附
則
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
不
動
産
取
得
税
徴
収
猶

予
の
届
出

十
二
　
令
附
則
第
十
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
る
受
贈
者
又
は
贈
与
者
の

死
亡
の
届
出

第
二
十
八
条
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
県
た
ば
こ
税
に
係
る
書
類
の
様
式
）

第
二
十
八
条
の
三

第
二
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
申
請
者
へ
の
通
知

は
、
様
式
第
百
八
十
六
号
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

条
例
第
八
十
三
条
の
五
の
規
定
に
よ
る
県
た
ば
こ
税
納
期
限
延
長
の
申

請
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
三
十
条
の
三
第
一
項
中
「
特
別
徴
収
義
務
者
に
」
の
下
に
「
別
に
定
め

る
様
式
に
よ
る
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
者
の
」
の
下
に
「
別
に
定
め

る
様
式
に
よ
る
」
を
加
え
る
。

第
三
十
六
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

次
に
掲
げ
る
行
為
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
書
類
に
よ
つ
て
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
条
例
第
八
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
税
率
特

例
適
用
の
申
込
み

二
　
条
例
第
九
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
納
入
の
申
告

三
　
条
例
第
九
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
特
別
徴

収
義
務
者
の
登
録
又
は
変
更
登
録
の
申
請

四
　
条
例
第
九
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
特
別
徴

収
義
務
者
登
録
証
票
再
交
付
の
申
請

五
　
条
例
第
九
十
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
経
営
廃

止
の
届
出

第
四
十
五
条
第
一
項
中
「
記
載
し
た
」
の
下
に
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ

る
」
を
加
え
る
。

第
四
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
中
「
添
付
し
た
」
の
下
に
「
別
に
定
め
る

様
式
に
よ
る
」
を
加
え
る
。

第
四
十
六
条
の
四
第
一
項
及
び
第
五
項
、
第
四
十
六
条
の
五
第
二
項
、
第

四
十
六
条
の
八
第
二
項
並
び
に
第
四
十
六
条
の
九
第
二
項
中
「
記
載
し
た
」

の
下
に
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
」
を
加
え
る
。

第
四
十
六
条
の
十
中
「
申
告
は
、
」
の
下
に
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ

る
」
を
加
え
る
。

第
四
十
七
条
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

条
例
第
百
三
十
四
条
第
四
項
（
条
例
第
百
三
十
六
条
の
三
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
税
減
免
事
由
消

滅
の
申
告
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
告
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
四
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
鉱
区
税
申
告
書
の
様
式
）

第
四
十
八
条

条
例
第
百
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
鉱
区
税
の
申
告
は
、
別

に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
告
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

次
に
掲
げ
る
通
知
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
通
知
書
に
よ
つ
て
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
七
百
四
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
償

却
資
産
と
認
め
ら
れ
る
償
却
資
産
指
定
の
市
町
村
長
へ
の
通
知

二
　
法
第
七
百
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
大
規
模
償
却
資
産
価
格

決
定
の
市
町
村
長
へ
の
通
知

第
五
十
一
条
第
一
項
中
「
申
請
書
は
」
の
下
に
「
、
別
に
定
め
る
様
式
に

よ
り
」
を
加
え
る
。

第
五
十
一
条
の
五
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

上
　
　
　
　
　
欄

第
三
十
一
条
第
二
項

中
　
　
　
欄

ゴ
ル
フ
場
利
用
税

特
別
徴
収
義
務
者

指
定
書

下
　
　
欄

様
式
第
百
八
十

八
号

第
三
十
一
条
第
二
項

条
例
第
九
十
四
条
第
三
項

ゴ
ル
フ
場
利
用
税

特
別
徴
収
義
務
者

指
定
通
知
書

ゴ
ル
フ
場
利
用
税

特
別
徴
収
義
務
者

登
録
証
票

様
式
第
百
八
十

九
号

様
式
第
百
九
十

二
号

第
四
十
六
条
の
二
の
二
第
二

項第
四
十
六
条
の
四
第
三
項

第
四
十
六
条
の
四
第
四
項
、

第
四
十
六
条
の
五
第
三
項
、

第
四
十
六
条
の
八
第
三
項

（
第
四
十
六
条
の
八
の
三
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
及
び
第
四
十
六
条
の

九
第
三
項

認
（
不
承
認
）
通

知
書

自
動
車
税
減
免
申

請
受
理
印

自
動
車
税
減
免
承

認
（
不
承
認
）
通

知
書

様
式
第
二
百
五

十
号
の
三

様
式
第
二
百
五

十
一
号
の
三

様
式
第
二
百
五

十
一
号
の
四

上
　
　
　
　
　
欄

条
例
第
百
二
十
七
条
第
三
項

第
四
十
五
条
第
二
項

中
　
　
　
欄

納
税
済
印

自
動
車
税
課
税
免

除
承
認（
不
承
認
）

通
知
書

自
動
車
税
減
額
承

下
　
　
欄

様
式
第
二
百
四

十
五
号

様
式
第
二
百
五

十
号

上
　
　
　
　
　
欄

第
五
十
一
条
第
二
項

第
五
十
一
条
の
三
第
六
項

中
　
　
　
欄

自
動
車
取
得
税
減

免
承
認（
不
承
認
）

通
知
書

自
動
車
取
得
税
減

下
　
　
欄

様
式
第
二
百
五

十
六
号
の
八

様
式
第
二
百
五
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第
五
十
一
条
の
五
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

次
に
掲
げ
る
申
告
又
は
申
請
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
告
書
又

は
申
請
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
条
例
第
百
七
十
四
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
取
得
税
修

正
の
申
告

二
　
条
例
第
百
七
十
四
条
の
九
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
取
得
税
免

除
又
は
徴
収
猶
予
の
申
告

三
　
条
例
第
百
七
十
四
条
の
九
第
九
項
及
び
条
例
第
百
七
十
四
条
の
十
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
取
得
税
還
付
又
は
免
除
の
申
請

第
五
十
四
条
第
二
項
中
「
と
き
は
、
」
の
下
に
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ

る
」
を
加
え
る
。

「
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
十
一
第
二
号
──

条
例
第
百
八
十
四
条
第
二
項
及
び
第
四
項
　
　
─

第
五
十
七
条
の
表
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─

第
五
十
三
条
第
一
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
──

条
例
第
百
八
十
四
条
第
五
項
　
　
　
　
　
　
　
─

課
税
免
除
に
係
る
軽
油
数
量
等
報
告
書
　
　
　
　
　
　
　
　
─
様
式
第
二
百

─

軽
油
引
取
税
特
別
徴
収
義
務
者
登
録
（
変
更
登
録
）
申
請
書
─
様
式
第
二
百

─

軽
油
引
取
税
登
録
特
別
徴
収
義
務
者
登
録
通
知
書
　
　
　
　
─
様
式
第
二
百

─

軽
油
引
取
税
登
録
特
別
徴
収
義
務
者
登
録
消
除
申
請
書
　
　
─
様
式
第
二
百

五
十
八
号
の
二

五
十
九
号

、
「
条
例
第
百
八
十
四
条
の
二
第
三
項
─
軽
油
引
取
税
特

六
十
号

六
十
一
号
　
　
」

「
第条

別
徴
収
義
務
者
証
再
交
付
申
請
書
─
様
式
第
二
百
六
十
二
号
の
二
」
、

第条条

五
十
六
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
免
税
証
亡
失

─

例
第
百
八
十
五
条
第
四
項
及
び
条
例
第
百
八
十
六
条
第
八
項
─
免
税
軽
油
使

─

五
十
四
条
第
一
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
免
税
軽
油
使

─

例
第
百
八
十
七
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
免
税
証
交
付

─

例
第
百
八
十
八
条
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─
軽
油
引
取
税

（
破
損
）
届
出
書
　
　
　
　
　
　
　
─
様
式
第
二
百
六
十
三
号

─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
条

用
者
証
又
は
免
税
証
の
返
納
届
出
書
─
様
式
第
二
百
六
十
四
号

─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
条

用
者
証
書
換
え
交
付
申
請
書
　
　
　
─
様
式
第
二
百
六
十
五
号
　
及
び

─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
条

申
請
先
届
出
書
　
　
　
　
　
　
　
　
─
様
式
第
二
百
六
十
六
号

─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
条

徴
収
猶
予
申
請
書
　
　
　
　
　
　
　
─
様
式
第
二
百
六
十
九
号
」

例
第
百
八
十
九
条
第
二
項
─
軽
油
引
取
税
還
付
申
請
書
　
　
　
　
　
　
─
様

─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─

例
第
百
八
十
九
条
第
一
項
─
返
還
軽
油
に
係
る
報
告
書
　
　
　
　
　
　
─
様

─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─

例
第
百
九
十
条
第
一
項
　
─
軽
油
引
取
税
還
付
（
納
入
免
除
）
申
請
書
─
様

─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
─

例
第
百
九
十
一
条
第
一
項
─
免
税
用
途
使
用
承
認
申
請
書
　
　
　
　
　
─
様

式
第
二
百
七
十
五
号

式
第
二
百
七
十
六
号

を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

式
第
二
百
七
十
七
号

式
第
二
百
七
十
八
号
」

２

次
に
掲
げ
る
行
為
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
書
類
に
よ
つ
て
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
八
条
の
十
一
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
課
税

免
除
に
係
る
軽
油
数
量
等
の
報
告

二
　
条
例
第
百
八
十
四
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
軽
油
引
取

税
特
別
徴
収
義
務
者
の
登
録
又
は
変
更
登
録
の
申
請

三
　
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
軽
油
引
取
税
登
録
特
別
徴
収
義

務
者
登
録
の
通
知

四
　
条
例
第
百
八
十
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
軽
油
引
取
税
登
録
特
別

徴
収
義
務
者
登
録
消
除
の
申
請

五
　
条
例
第
百
八
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
軽
油
引
取
税
特
別

徴
収
義
務
者
証
再
交
付
の
申
請

六
　
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
免
税
証
の
亡
失
又
は
破
損
の
届

出
七
　
条
例
第
百
八
十
五
条
第
四
項
及
び
条
例
第
百
八
十
六
条
第
八
項
の
規

定
に
よ
る
免
税
軽
油
使
用
者
証
又
は
免
税
証
の
返
納
の
届
出

八
　
条
例
第
百
八
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
免
税
証
交
付
申
請
先
の
届
出

九
　
条
例
第
百
八
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
軽
油
引
取
税
徴
収
猶
予
の
申
請

十
　
条
例
第
百
八
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
軽
油
引
取
税
還
付
の
申

請
十
一
　
条
例
第
百
八
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
返
還
軽
油
の
報
告

十
二
　
条
例
第
百
九
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
軽
油
引
取
税
の
還
付
又

は
納
入
免
除
の
申
請

十
三
　
条
例
第
百
九
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
免
税
用
途
使
用
承
認

の
申
請

第
五
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
狩
猟
税
に
係
る
書
類
の
様
式
）

第
五
十
九
条

前
条
の
規
定
に
よ
る
申
請
者
へ
の
通
知
は
、
様
式
第
二
百
八

十
一
号
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

条
例
第
百
九
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
狩
猟
税
免
除
の
申
請
は
、

別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

様
式
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
３
号

削
除

様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
５
号

削
除

様
式
第
五
号
の
二
及
び
様
式
第
五
号
の
三
を
削
る
。

様
式
第
六
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
６
号
の
２

削
除

様
式
第
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
７
号

削
除

様
式
第
九
号
及
び
様
式
第
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
９
号
及
び
様
式
第1

0

号

削
除

様
式
第
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第1

2

号

削
除

様
式
第
十
四
号
及
び
様
式
第
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第1

4

号
及
び
様
式
第1

5

号

削
除

様
式
第
三
十
一
号
か
ら
様
式
第
三
十
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第3

1

号
か
ら
様
式
第3

3

号
ま
で

削
除

様
式
第
三
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第3

5

号

削
除

様
式
第
四
十
号
そ
の
一
を
削
り
、
同
様
式
そ
の
二
中
「
そ
の
２
」
を
削

る
。様

式
第
四
十
五
号
及
び
様
式
第
四
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第4

5

号
及
び
様
式
第4

6

号

削
除

様
式
第
五
十
一
号
及
び
様
式
第
五
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第5

1

号
及
び
様
式
第5

2

号

削
除

様
式
第
五
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第5

4

号

削
除

様
式
第
六
十
五
号
か
ら
様
式
第
六
十
七
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第6

5

号
か
ら
様
式
第6

7

号
ま
で

削
除

様
式
第
六
十
九
号
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。

様
式
第
七
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第7

1

号

削
除

様
式
第
七
十
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第7

3

号

削
除

様
式
第
八
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第8

0

号

削
除

様
式
第
八
十
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第8

7

号

削
除

様
式
第
九
十
二
号
そ
の
一
中
「
そ
の
１
」
を
削
り
、
同
様
式
そ
の
二
を
削

る
。様

式
第
九
十
五
号
及
び
様
式
第
九
十
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第9

5

号
及
び
様
式
第9

6

号

削
除

免
申
請
受
理
印

十
六
号
の
九

様
式
第
３
号
削
除

様
式
第
５
号
削
除

様
式
第
６
号
の
２
削
除

様
式
第
７
号
削
除

様
式
第
９
号
及
び
様
式
第
1
0
号

削
除

様
式
第
1
2
号

削
除

様
式
第
1
4
号
及
び
様
式
第
1
5
号
削
除

様
式
第
3
1
号
か
ら
様
式
第
3
3
号
ま
で
削
除

様
式
第
3
5
号

削
除

そ
の
２

様
式
第
4
5
号
及
び
様
式
第
4
6
号
削
除

様
式
第
5
1
号
及
び
様
式
第
5
2
号
削
除

様
式
第
5
4
号

削
除

様
式
第
6
5
号
か
ら
様
式
第
6
7
号
ま
で
削
除

様
式
第
7
1
号

削
除

様
式
第
7
3
号

削
除

様
式
第
8
0
号

削
除

様
式
第
8
7
号

削
除

そ
の
１

様
式
第
9
5
号
及
び
様
式
第
9
6
号
削
除
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様
式
第
九
十
八
号
及
び
様
式
第
九
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第9

8

号
及
び
様
式
第9

9

号

削
除

様
式
第
百
一
号
及
び
様
式
第
百
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第1

0
1

号
及
び
様
式
第1

0
2

号

削
除

様
式
第
百
三
号
そ
の
一
中
「
そ
の
１
」
を
削
り
、
同
様
式
そ
の
二
を
削

る
。様

式
第
百
五
号
及
び
様
式
第
百
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第1

0
5

号
及
び
様
式
第1

0
6

号

削
除

様
式
第
百
八
号
か
ら
様
式
第
百
十
一
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第1

0
8

号
か
ら
様
式
第1

1
1

号
ま
で

削
除

様
式
第
百
十
三
号
及
び
様
式
第
百
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第1

1
3

号
及
び
様
式
第1

1
4

号

削
除

様
式
第
百
十
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第1

1
8

号

削
除

様
式
第
百
二
十
一
号
の
二
を
削
る
。

様
式
第
百
二
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第1

2
2

号

削
除

様
式
第
百
二
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第1

2
4

号

削
除

様
式
第
百
二
十
六
号
か
ら
様
式
第
百
二
十
九
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

様
式
第1

2
6

号
か
ら
様
式
第1

2
9

号
ま
で

削
除

様
式
第
百
三
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第1

3
1

号

削
除

様
式
第
百
三
十
五
号
か
ら
様
式
第
百
五
十
八
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

様
式
第1

3
5

号
か
ら
様
式
第1

5
8

号
ま
で

削
除

様
式
第
百
六
十
号
か
ら
様
式
第
百
六
十
号
の
三
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

様
式
第1

6
0

号
か
ら
様
式
第1

6
0

号
の
３
ま
で

削
除

様
式
第
百
六
十
一
号
か
ら
様
式
第
百
六
十
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

様
式
第1

6
1

号
か
ら
様
式
第1
6
3

号
ま
で

削
除

様
式
第
百
六
十
五
号
か
ら
様
式
第
百
七
十
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

様
式
第1

6
5

号
か
ら
様
式
第1

7
0

号
ま
で

削
除

様
式
第
百
七
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第1
7
1

号

削
除

様
式
第
百
七
十
三
号
か
ら
様
式
第
百
八
十
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

様
式
第1

7
3

号
か
ら
様
式
第1

8
0

号
ま
で

削
除

様
式
第
百
八
十
四
号
及
び
様
式
第
百
八
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第1

8
4

号
及
び
様
式
第1

8
5

号

削
除

様
式
第
百
八
十
五
号
の
二
か
ら
様
式
第
百
八
十
五
号
の
五
ま
で
を
削
る
。

様
式
第
百
八
十
七
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第1

8
7

号

削
除

様
式
第
百
八
十
七
号
の
二
及
び
様
式
第
百
八
十
七
号
の
三
を
削
る
。

様
式
第
百
九
十
号
及
び
様
式
第
百
九
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第1

9
0

号
及
び
様
式
第1

9
1

号

削
除

様
式
第
百
九
十
三
号
か
ら
様
式
第
二
百
四
十
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

様
式
第1

9
3

号
か
ら
様
式
第2

4
4

号
ま
で

削
除

様
式
第
二
百
四
十
六
号
か
ら
様
式
第
二
百
四
十
九
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

様
式
第2

4
6

号
か
ら
様
式
第2

4
9

号
ま
で

削
除

様
式
第
二
百
五
十
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第2

5
0

号
の
２

削
除

様
式
第
二
百
五
十
一
号
及
び
様
式
第
二
百
五
十
一
号
の
二
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

様
式
第2

5
1

号
及
び
様
式
第2

5
1

号
の
２

削
除

様
式
第
二
百
五
十
一
号
の
四
の
二
及
び
様
式
第
二
百
五
十
一
号
の
五
を
削

る
。様

式
第
二
百
五
十
二
号
か
ら
様
式
第
二
百
五
十
四
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

様
式
第2

5
2

号
か
ら
様
式
第2

5
4

号
ま
で

削
除

様
式
第
二
百
五
十
五
号
そ
の
一
中
「
そ
の
１
」
を
削
り
、
同
様
式
そ
の
二

を
削
る
。

様
式
第
二
百
五
十
六
号
そ
の
一
中
「
そ
の
１
」
を
削
り
、
同
様
式
そ
の
二

を
削
る
。

様
式
第
二
百
五
十
六
号
の
二
か
ら
様
式
第
二
百
五
十
六
号
の
七
ま
で
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第2

5
6

号
の
２
か
ら
様
式
第2

5
6

号
の
７
ま
で

削
除

様
式
第
二
百
五
十
八
号
の
二
を
削
る
。

様
式
第
二
百
五
十
九
号
か
ら
様
式
第
二
百
六
十
一
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

様
式
第2

5
9

号
か
ら
様
式
第2

6
1

号
ま
で

削
除

様
式
第
二
百
六
十
二
号
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第2

6
2

号
の
２

削
除

様
式
第
二
百
六
十
三
号
か
ら
様
式
第
二
百
七
十
一
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

様
式
第2

6
3

号
か
ら
様
式
第2

7
1

号
ま
で

削
除

様
式
第
二
百
七
十
五
号
か
ら
様
式
第
二
百
七
十
八
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に

改
め
る
。

様
式
第2

7
5

号
か
ら
様
式
第2

7
8

号
ま
で

削
除

様
式
第
二
百
八
十
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第2

8
0

号

削
除

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る

日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
規
定
以
外
の
規
定
　
公
布
の
日

二
　
第
六
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
記
載
し
た
」
の
下
に
「
別
に

定
め
る
様
式
に
よ
る
」
を
加
え
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
条
第
二
項
の

改
正
規
定
（
「
記
載
し
た
」
の
下
に
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
」
を

加
え
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
同
条
第
三
項
の
改
正
規
定
（
「
記
載
し

た
」
の
下
に
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
」
を
加
え
る
部
分
を
除

く
。
）

平
成
十
九
年
九
月
三
十
日

三
　
第
五
条
を
削
る
改
正
規
定
　
平
成
十
九
年
十
月
一
日

四
　
第
二
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
改
正
規
定
　
学
校
教
育
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
六
号
）
の
施
行
の
日

古紙配合率100％

発

行

者

秋
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秋
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王
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目
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購
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一
月
三
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六
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五
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（
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丁
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様
式
第
9
8
号
及
び
様
式
第
9
9
号

削
除

様
式
第
1
0
1
号
及
び
様
式
第
1
0
2
号
削
除

そ
の
１

様
式
第
1
0
5
号
及
び
様
式
第
1
0
6
号
削
除

様
式
第
1
0
8
号
か
ら
様
式
第
1
1
1
号
ま
で
削
除

様
式
第
1
1
3
号
及
び
様
式
第
1
1
4
号
削
除

様
式
第
1
1
8
号

削
除

様
式
第
1
2
2
号

削
除

様
式
第
1
2
4
号

削
除

様
式
第
1
2
6
号
か
ら
様
式
第
1
2
9
号
ま
で
削
除

様
式
第
1
3
1
号

削
除

様
式
第
1
3
5
号
か
ら
様
式
第
1
5
8
号
ま
で
削
除

様
式
第
1
6
0
号
か
ら
様
式
第
1
6
0
号
の
３
ま
で
削
除

様
式
第
1
6
1
号
か
ら
様
式
第
1
6
3
号
ま
で
削
除

様
式
第
1
6
5
号
か
ら
様
式
第
1
7
0
号
ま
で
削
除

様
式
第
1
7
1
号

削
除

様
式
第
1
7
3
号
か
ら
様
式
第
1
8
0
号
ま
で
削
除

様
式
第
1
8
4
号
及
び
様
式
第
1
8
5
号
削
除

様
式
第
1
8
7
号

削
除

様
式
第
1
9
0
号
及
び
様
式
第
1
9
1
号
削
除

様
式
第
1
9
3
号
か
ら
様
式
第
2
4
4
号
ま
で
削
除

様
式
第
2
4
6
号
か
ら
様
式
第
2
4
9
号
ま
で
削
除

様
式
第
2
5
0
号
の
２
削
除

様
式
第
2
5
1
号
及
び
様
式
第
2
5
1
号
の
２
削
除

様
式
第
2
5
2
号
か
ら
様
式
第
2
5
4
号
ま
で
削
除

そ
の
１

そ
の
１

様
式
第
2
5
6
号
の
２
か
ら
様
式
第
2
5
6
号
の
７
ま
で

削
除

様
式
第
2
5
9
号
か
ら
様
式
第
2
6
1
号
ま
で
削
除

様
式
第
2
6
2
号
の
２
削
除

様
式
第
2
6
3
号
か
ら
様
式
第
2
7
1
号
ま
で
削
除

様
式
第
2
7
5
号
か
ら
様
式
第
2
7
8
号
ま
で
削
除

様
式
第
2
8
0
号

削
除


